
医療的ケア部会 実績報告 

                 （令和 6 年 11 月末時点） 

 

１ 開催回数 

  部会２回 

 
２ 部会員の構成 

  区職員 ９名 

  区内障害者施設関係代表者等 ４名 

 
３ 報告事項 

（１）部会開催状況 

部会/分科会 日時 内容 

第 1回部会 7 月 26 日（金） ・令和 5年度活動報告 

・区内医療的ケア児の現状 

・令和 6年度の方針 

第 2回部会 2 月頃（予定） ・医療的ケア児等コーディネーター交流会

の報告 

・令和 6年度の報告 

（２）交流会の実施 

令和 7年 1月に区内相談支援事業所所属の医療的ケア児等コーディネーター

養成研修修了者の交流会を実施予定 

 
４ 今後の方向性 

 庁内関係機関がつながり、医療的ケア児等コーディネーターとの連携や医療

的ケア児の情報共有、課題解決に向けて必要な施策を検討していく。 
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葛
飾

区
医

療
的

ケ
ア

児
者

の
現

状
に

つ
い

て
（

令
和

6年
4月

時
点

）

【
児
】
医
療
的
ケ
ア
児
：
０
~1
8歳

未
満

【
者
】
医
療
的
ケ
ア
者
：
18
歳
以
上

◆
１

医
療
的
ケ
ア
児
【
児
】

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
医
療
的
ケ
ア
児

63
名

区 分
判
定
ス
コ
ア

人
数

3
32
点
以
上

11

2
16
点
以
上

11

1
３
点
以
上

17

内
容

人
数

人
工
呼
吸
器

11

気
管
切
開

12

酸
素

８

吸
引

24

吸
入

17

経
管
栄
養
（
経
鼻
、
胃
ろ
う
）

24

導
尿

２
人
工
肛
門

１

医
療
的
ケ
ア
の
内
容
（
重
複
あ
り
）

医
療
的
ケ
ア
判
定
ス
コ
ア
表
の
内
訳
（
39
名
分
）

区
分
１

44
%

区
分
２

28
%

区
分
３

28
%

★
喀
痰
吸
引
や
経
管
栄
養
を
必
要
と
す
る
医
療
的
ケ
ア
児
が
多
い
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葛
飾

区
医

療
的

ケ
ア

児
者

の
現

状
に

つ
い

て
（

令
和

6年
4月

時
点

）

◆
2

医
療
的
ケ
ア
児
が
利
用
し
て
い
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
内
訳
【
児
】

◆
3「

短
期
入
所

療
養
介
護
」
支
給
決
定
数
【
者
】
（
令
和
6年

6月
時
点
）

52
名

医
療
的
ケ
ア
児
者
が
利
用
し
て
い
る
主
な
医
療
型
短
期
入
所
施
設

・
東
京
都
立
東
部
療
育
セ
ン
タ
ー
（
江
東
区
）

・
東
京
都
立
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
（
北
区
）

・
レ
ス
パ
イ
ト
ハ
ウ
ス
や
ま
ぼ
う
し
（
千
葉
県
松
⼾
市
）

・
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
も
み
じ
の
家
（
世
田
谷
区
）

・
ス
プ
ラ
ウ
ト
柴
又
（
医
療
的
ケ
ア
な
し
、
中
学
生
以
上
）

サ
ー
ビ
ス
種
類

人
数

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
通
所
）

44

居
宅
介
護

20

短
期
入
所

27

そ
の
他

公
立
保
育
園

３

★
医
療
的
ケ
ア
児
者
が
利
用
で
き
る
短
期
入
所
先
が

区
内
、
近
隣
区
に
な
い
の
が
現
状
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葛
飾

区
医

療
的

ケ
ア

児
者

の
現

状
に

つ
い

て
（

令
和

6年
4月

時
点

）

◆
4

在
宅
レ
ス
パ
イ
ト
事
業
登
録
者
【
児
・
者
】

対
象
：
重
症
心
身
障
害
児
者
（
身
体
１
.２
級
・
愛
１
.２
度
）
で
医
療
的
ケ
ア
が
あ
る
児
者

重
症
心
身
障
害
児
者
以
外
の
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
児
者

★
令
和
5年

度
か
ら
新
規
登
録
者
が
増
加
し
て
い
る
。

★
地
区
担
当
保
健
師
や
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、
本
事
業
を
紹
介
す
る
目
的
で
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

医
療
的
ケ
ア
児
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
医
療
的
ケ
ア
児
の
情
報
が
、
障
害
福
祉
課
に
入

る
こ
と
が
増
え
て
い
る
。

新
規
登
録
者

登
録
者
数

令
和
３

4
24

令
和
４

4
28

令
和
５

8
35
（
１
名
不
要
に
な
っ
た
た
め
登
録
抹
消
）

令
和
６
（
4〜

６
月
）

4
39
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◆
5

区
内
医
療
的
ケ
ア
児
等
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
研
修
受
講
者
（
令
和
５
年
度
ま
で
）

医
療

的
ケ

ア
児

等
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

配
置

に
つ

い
て

所
属

人
数

相
談
支
援
事
業
所

5

行 政

保
健
セ
ン
タ
ー

2

障
害
福
祉
課
（
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
）

3

障
害
者
施
設
課

4

高
齢
者
支
援
課

2

く
ら
し
の
ま
る
ご
と
相
談
課

1

保
育
課

1

3事
業
所
4名

多
機
能
型
事
業
所
1名

13
名

★
令
和
６
年
度
も
医
療
的
ケ
ア
児
等
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
研
修
受
講
を
す
す
め
、
発
達
相
談
部
門
、
通
所
部
門
、
保
育

園
な
ど
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
増
や
し
て
い
く
。

★
⺠
間
の
医
療
的
ケ
ア
児
等
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
増
や
す
取
り
組
み

・
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
人
材
育
成
部
門
と
連
携

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
へ
の
支
援

-5-



令
和

6年
度

の
取

組

•東
京
都
医
療
型
短
期
入
所
事
業
所
開
設
支
援
事
業
の
検
討

•東
京
都
病
床
確
保
事
業
の
検
討

短
期
入
所
施
設
の
開
拓

•行
政
だ
け
で
は
な
く
区
内
相
談
支
援
事
業
所
や
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ

の
受
講
の
呼
び
か
け
を
行
い
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
増
や
す

•サ
ー
ビ
ス
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
医
療
的
ケ
ア
児
の
セ
ル
フ
プ
ラ
ン
率
を
下
げ
る

た
め
、
区
内
相
談
支
援
事
業
所
の
実
績
を
促
進
す
る

医
療
的
ケ
ア
児
等

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
研
修

•保
育
園
や
幼
稚
園
で
の
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
け
入
れ
が
開
始
と
な
り
、
今
後
、

小
中
学
校
や
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
の
受
け
入
れ
が
必
要
に
な
っ
て
く

る
保
育
園
以
降
の
受
け
入
れ
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葛飾区医療的ケア部会委員名簿（令和 6 年度） 

団体種別 備考 

葛飾区医師会訪問看護ステーション  

葛飾区重症心身障害児（者）を守る会 
 

社会福祉法人 武蔵野会  

東京都職員研修センター 
 

東京都立水元小合学園  

障害福祉課⻑ 会⻑ 

障害者施設課⻑ 区職員 

地域保健課⻑ 副会⻑ 

保健予防課⻑ 区職員 

⻘⼾保健センター所⻑ 区職員 

⼦育て施設⽀援課⻑ 区職員 

保育課⻑ 区職員 

総合教育センター教育⽀援課⻑ 区職員 
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 医療的ケア部会設置要領 
               
                              令和４年６月３日 
                              ４葛福障第２４８号 
                              福 祉 部 ⻑ 決 裁 
 
（設置） 
第 1 条 医療的ケア児及びその家族に対する⽀援に関する法律（令和３年法律第８１号）

第２条第 1 項に規定する医療的ケアが必要な状態にある障害児者が適切な⽀援を受け、
地域において安心して生活を営むことができるよう、葛飾区障害者施策推進協議会設置
要綱（平成 19 年 3 月 30 日付 18 葛福障第 931 号区⻑決裁）第 7 条の規定に基づき、医療
的ケア部会（以下「部会」という。）を設置する。 

 
（所掌事項） 
第 2 条 部会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（1）医療的ケア児者の実態把握、個別の⽀援に関すること。 
（2）サービスや地域資源の共有及び施設の利用促進に関すること。 
（3）医療的ケア児者の⽀援にかかる関係機関相互の情報及び課題の共有に関すること。 
（4）その他医療的ケア児者の⽀援に必要な事項 
 

（組織） 
第 3 条 部会は、別表に掲げる部会員（以下「部会員」という。）をもって構成する。 
 
（会⻑等） 
第 4 条 部会に部会⻑及び副部会⻑を置く。 
２ 部会⻑は、障害福祉課⻑とする。 
３ 部会⻑は部会を代表し、会務を総括する。 
４ 副部会⻑は、地域保健課⻑とする。 
５ 副部会⻑は、部会⻑を補佐し、部会⻑に事故があるとき⼜は部会⻑が⽋けたときは、

その職務を代理する。 
 
（作業部会） 
第 5 条 部会⻑は、第 2 条の所掌事項のうち、具体的な取組を検討するための作業部会を

設置することができる。 
 
（部会員以外の者の出席等） 
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第 6 条 部会⻑は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を部会に出席させ、意⾒
を聴き、⼜は部会員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

 
（委任） 
第７条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会⻑が定める。 
 

付 則 
この要領は、令和４年 6 月 3 日から施行する。 
  付 則 
この要領は、令和 5 年 8 月３日から施行し、同年 4 月 1 日から適用する。 

付 則 
この要領は、令和６年７月 12 日から施行し、同年 4 月 1 日から適用する。 
 
  
別表（第 3 条関係） 

障害福祉課⻑ 会⻑ 
地域保健課⻑ 副会⻑ 
障害援護担当課⻑  
障害者施設課⻑  
保健予防課⻑  
⻘⼾保健センター⻑  
保育課⻑  
⼦育て施設⽀援課⻑  
総合教育センター教育⽀援課⻑  
特別⽀援学校代表  
特別⽀援教育関係者  
医療的ケア児者保護者等  
医療的ケア児者関連事業者等  
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